
【勤務可能な曜日・時間帯について】

氏名：

勤務可能な曜日・時間帯に線を引いてください。

その中で調整させていただきます。

勤務可能な曜日・時間帯すべてに勤務していただくわけではありません。

12:00～

13:00

16:00～

16:30

(例)

10:30から

16:30まで昼休

憩をはさみ勤

務可能な場合

月曜日

水曜日

木曜日

金曜日

※火曜日は除く

15:00～

16:00

9:00～

10:00

10:00～

11:00

11:00～

12:00

13:00～

14:00

14:00～

15:00
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